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各課の市民サービス向上の取組み

議会事務局

・市議会だより、ホームページについて、より見やすくわかりやすい掲載を心がけ、議会につ
いて興味を持ち、理解を深めていただけるよう、掲載方法等、適宜見直しを図ります。
・本会議・委員会のインターネット中継、さらには本会議の手話通訳同時中継を行うことによ
り、どこにいても市議会の様子をご覧いただける環境を整備するとともに、より分かりやす
い情報発信を図ります。
・より多くの市民の皆さんに「市議会だより」を身近に感じ、ご覧いただくため、市内在住・在
学・在勤のすべての方を対象に「市議会だより写真コンクール」を引き続き実施します。

※ミッションとは、「その部門が果たすべき役割」であり、「組織使命・目標」のことです。各課の使命や存在意義を明らかにす
ることで、ビジョン達成のための新たな事業の創造や、選択の集中の判断基準となるものです。

各係の改善チャレンジ

議会事務局

・政務活動費の適正な支出のため、研修や専門書籍により知識の向上に努め、
今年度も引き続きチェック体制を強化します。
・市議会だより、市議会ホームページについて適宜見直しを図り、ＳＮＳを活用
する等、市民の皆さんへ市議会情報を迅速かつ分かりやすくお伝えできるよ
う努めます。
・市議会だよりをより多くの方にご覧いただくため、配布方法の工夫や発行に
関するＳＮＳ発信に努めます。
・幅広い年代の方に市議会について興味を持っていただくため、「市議会だよ
り写真コンクール」の周知に努めます。

・映像・音響システムを引き続き適切に運用・保守し、安定した議事運営に努め
ます。
・わかりやすい映像配信を行い、議会基本条例に規定する、議会運営の公開性
及び透明性の確保に努めます。
・令和6年度は、流山市議会ICT推進基本計画及び実施計画の見直しを行い
ます。
・引き続き本会議インターネット配信における手話同時通訳を実施し、より多
くの方に市議会の様子をわかりやすくお伝えできるよう努めます。

各課長のミッション（役割・使命）

議会事務局

・流山市議会基本条例が掲げる「公開性、公正性、透明性を確保し、市民に開かれた信頼さ
れる議会」となるよう、主に次の通り、議会運営に取り組みます。
①会議規則等議会が定める例規を遵守して、本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委
員会その他諸会議が適正に運営されるよう取り組みます。
②市議会及び市政へ市民の関心が高まるよう、市議会だよりや市議会ホームページ等議会
広報の充実・強化、積極的な情報公開に努めます。
③議会の政策提案機能、立法機能、監視機能及び調査機能を適正に補助するよう取り組み
ます。

※ビジョンとは「目指す未来像」であり、「組織運営方針」のことです。どのような組織を目指すのかを明らかにすることで、メ
ンバーは共通の認識のもと、未来に向かって行動していきます。

流山市　令和6年度　『議会事務局長の仕事と目標』
議会事務局長のビジョン（目指す姿・組織運営方針）

市議会は、地方自治における二元代表制の一翼を担う大変重要な議決機関であり、その事
務運営を担うのが議会事務局です。
その役割は、円滑な議会運営のみならず、市民と議会をつなぎ、市民の皆様にとって議会が
より近く感じられるように取り組むことが重要です。流山市議会では、議会報告会の開催や
議会だよりの発行、またＤＸの積極的活用で市民により近い市議会を目指して、事務局職員
一丸となって職務に励んでまいります。
本年度は、昨年４月の選挙を経た市議会議員の任期２年目に入ります。昨年度に得た市民か
らの要望や各先進地で行われている知見を活かし取り組めるよう、議会事務局でスムーズ
な議会運営、委員会運営をサポートしてまいります。

局長　若林　克彦　



議会事務局

今年度の取組み
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・タブレット端末を活用し、会議資料等のペー
パレス化を進めます。
・会議資料を精査するとともに、グループ
ウェアの各種機能を有効利用し、文書印刷の
減量を促進します。
・議会フロア全体の照明および冷暖房の適正
な使用に努めます。
・古紙等の資源リサイクルを推進します。

各課の環境への取組み
課名 前年度の評価

議会事務局

・タブレット端末の導入により、会議資料の
ペーパレス化のトライアルを実施しました。
・大量に印刷が必要な文書については、原稿
を複数人で確認をし、紙資源減量を推進しま
した。
・事務局内で使用する資料等は、可能な限り
両面印刷・集約印刷を心がけ、紙資源減量に
努めました。


